
 

生活交通改善事業計画（利用環境改善促進等事業） （案） 

 

平成２７年５月１３日 

 

（名称）市川・船橋・習志野・千葉地区バス活性化システム整備事業協議会 

 京成バス株式会社、京成トランジットバス株式会社 
 

１．生活交通改善事業計画の名称 

 バスロケーションシステム整備計画 

 

２．利用環境改善促進等事業の目的・必要性 

市川、船橋、習志野、千葉市内の主要バス路線において、バスの接近情報、停留所までの

所要時間等の運行情報を携帯電話、パソコン、停留所の表示器により、利用者へリアルタイ

ムに提供する「バスロケーションシステム」を導入・拡張することで、バスの利用環境を改

善し、利用者の利便性を向上させるとともに一層のバス交通利用の促進を図ることを目的と

する。 

 

 

 

３．利用環境改善促進等事業の目標及び効果 

（１）事業の目標  

市川・船橋・習志野・千葉市内の主要バス路線について、バス停留所やインターネット上

で、バスの接近情報、バス停留所までの所要時間情報等を利用者に提供することにより、バ

スの利用環境改善を図ることを目標とする。 

 

（２）事業の効果 

各市の重要な公共交通機関のひとつであるバスの運行情報を提供することにより、公共交

通機関の利便性及び信頼性の向上が図られ、バス利用者数の増加が期待できる。また、これ

により自家用車から公共交通機関への転換が促進され、交通渋滞の解消や環境対策、交通事

故の減少といった効果を見込むことができる。 

 

 

 

４．利用環境改善促進等事業の内容と当該事業を実施する事業者 

（１）事業の内容：実施事業者（補助対象事業者） 

（内容） 

バスロケーションシステム（システム一式、車載器等）の整備 

：京成バス（株）（市川営業所、新都心営業所、新都心営業所習志野出張所） 

  京成トランジットバス（株）（塩浜営業所）  

（２）関連事項 

（地方公共団体の各種計画との位置付け、計画内容） 

 特になし 



 

（事業実施地域） 

 市川市、船橋市、習志野市、千葉市 

（他の交通事業者との連携状況） 

特になし 

（他の交通機関との連携状況） 

 特になし 

（公共交通以外の分野との連携状況） 

 特になし 

（事業を実施するべき緊急性） 

バスは重要な公共交通機関のひとつであるが、道路混雑などによるバスの遅延が慢性化

している路線も存在するため、本システムの整備により、公共交通機関の利便性及び信頼

性の向上を図ることが急務である。 

 

 

 

５．利用環境改善促進等事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額 

２７年度（当該年度） 

事業の名称 
総事業費 

割合 

国費 

割合 

都道府県負担

割合 

市区町村負担 

割合 

事業者負担 

割合 

ﾊﾞｽﾛｹｰｼｮﾝｼｽ

ﾃﾑ整備 

(京成ﾊﾞｽ) 

精査中 
ﾊﾞｽﾛｹｰｼｮﾝｼｽ

ﾃﾑ整備 

(京成ﾄﾗﾝｼﾞｯ

ﾄﾊﾞｽ) 

※総事業費については見込み額を記載。 

※列記の者以外に費用負担者がいる場合は、適宜修正の上、全体構成が分かるように記載。 

 

 

６．計画期間 

 

以下項目別に概ねの着手・実施期間を矢印（←→）、または横棒線（―――）で記載。 

●で年度ごとの事業着手日、事業完了日を記載 

 
事業の名称 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

4月   9月  12月  3月 4月   9月  12月   3月 4月  9月  12月  3月 

 ﾊﾞｽﾛｹｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ

整備 

(京成ﾊﾞｽ) 

交付決定後事業着手 

（6月～7月）  
 

 

 

 

 

 

ﾊﾞｽﾛｹｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ整

備 

(京成ﾄﾗﾝｼﾞｯﾄﾊﾞ

ｽ) 

 

交付決定後事業着手 

（6月～7月）  

  

 

 3/31完了 

 

 3/31完了 



 

７．協議会の開催状況と主な議論  

・平成 27年 5月 13日（第 1回） 

バスロケーションシステム整備計画について協議 

・平成 27年 5月 12日（第 2回） 

パブリックコメントの反映、計画全体について合意予定 

  

 

８．利用者等の意見の反映 

※意見を募集した方法、主な意見の内容、意見への対応について記載。 

 募集方法：関東運輸局千葉運輸支局、一般社団法人千葉県バス協会、千葉県、市川市、船

橋市、習志野市、千葉市及び事業者（京成バス㈱、京成トランジットバス㈱）のホームペー

ジにて、本計画に関する意見を募集。 

募集期間：平成 27年 5月 18日～平成 27年 5月 24日 

  

  

 

９．協議会メンバーの構成員 

関係市区町村 千葉県、市川市、船橋市、習志野市、千葉市 

交通事業者・交通施

設管理者等 
京成バス株式会社、京成トランジットバス株式会社 

地方運輸局 千葉運輸支局 

その他協議会が必

要と認める者 
一般社団法人千葉県バス協会 

 
■注意事項 

・総合連携計画等の既存の計画を活用する場合は、上記の事項について記載のある計画をそ

のまま活用することでもよい。ただし、記載されていない事項については追記すること。 

 

 

【本計画に関する担当者・連絡先】 

 

（住 所）千葉県市川市八幡３丁目３番１号  

（所 属）京成バス株式会社 企画部企画課  

（氏 名）安部 泰宏            

（電 話）０４７－７１２－７３６３     

（e-mail）yasuhiro.abe@keisei.jp       

 

mailto:yasuhiro.abe@keisei.jp

